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はじめに

　地理的にヨーロッパ とアジアの狭間に位置す

る トルコは,1923年 の トルコ共和国成立以来,

イスラーム教徒が国民の大半を占める国家 とし

ては異例なほど,政 治的にも西洋的な理念 ・制

度を取 り入れてきた国家である。今日まで政治

的にトルコに最も大 きな影響をもたらしたのが

世俗主義(laiklik)の 導入であ り,世 俗主義は

教育にも大 きな影響を与えてきた。特 に1970年

代以降は,世 俗主義を支持する世俗主義勢力と,

イスラームに好意的な政党(以 下,親 イスラー

ム政党 と略す)の 対立が明確にな り,そ の対立

が教育に影響 を与えてきた。親イスラーム政党

は宗教指導者養成 を本来の呂的 とするイマー

ム ・ハティプ校を支援 し,そ れに対 して,世 俗

主義勢力である軍部は宗教教育を国家の管理下

に置 くことを意図 して軍政下の1982年 に小r一学

校における宗教教育を必修とした。 また,義 務

教育を従来の5年 間から8年 間に延長する1997

年の義務教育改革を提唱したのは軍部だが,軍

部の意図は,義 務教育期間の延長によって親イ

スラーム政党の支持基盤 となっているイマー

ム ・ハティプ校の中等部を廃止することにあっ

たとされる。

　 このように,ト ルコの教育は世俗主義及び世

俗主義を巡る対立から大きな影響 を受けてきた。

義務教育期間の延長 という重要な教育改革でさ

えも,世 俗主義を巡る対立が直接の契機になっ

ていることを見て も,世 俗主義の影響の大 きさ

は歴然としている。それゆえ,先 行研究におい

ては,公 立学校における宗教教育についても,

世俗主義 との関連が注 目されてきた。 トルコの

世俗主義は,当 初,フ ランスのライシテをモデ

ルとした厳格な政教分離を志向 してお り,公 立

学校 において宗教教育を行 うことは,本 来.世

俗主義に矛盾する。実際 　トルコで も共和国成

立直後に宗教教育はいったん廃止されているに

もかかわらず,そ の宗教教育を世俗主義勢力自

身が必修化 したのはなぜか,と いう点が先行研

究では注 目されてきた。その先行研究では,親

イスラーム政党に支持 されたイマーム ・ハテ ィ

プ校の発展を抑制するために公立学校で宗教教

育 を必修化せ ざるをえない状況になったため.

「世俗主義国家の管理下において,世 俗主義に

矛盾 しない宗教教育を行 うことは世俗主義に反

しない」 という論理によって,必 修化 されたこ

とが指摘 されている1。

　 このように公立学校における宗教教育の必修

化が世俗主義勢力と親イスラーム政党の政治的

対立が持ち込まれた結果だったこともあ り,こ

の宗教教育の教育的な意義は,ど ちらかとい う

と否定的に捉 えられる傾向が強かった。 しか し,

必修化の経緯はどうあれ,こ の宗教教育は積極

的な教育的意義を有 していないのだろうか。こ

の点が本稿の問題意識である。

　 この宗教教育の内容は2000年 に大 きく改訂さ

れてお り,Kaymakcanは,改 訂前後の宗教教

育を比較 し,2000年 を契機とする変化 を伝統的

な宗教教育か ら現代的な宗教教育への重要な変

化 と位置づけている2Faこ うした改訂を経つつ,

教育的な意義を高めているにもかかわらず,こ

の点に関しては,わ が国ではほとんど研究され

ていない。なお,Kaymakcanの 研究は,本 稿

の問題意識と近い ものであるが.2000年 以後の
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宗教教育が具体的にはどのような内容なのかに

ついては十分に触れられていない。

　以上のような研究状況を踏まえ,ト ルコの宗

教教育の教科書の内容を具体的に分析すること

を通 じて,宗 教間の相互理解が求め られる多文

化時代の宗教教育 として積極的な意義があるこ

とを明 らかにすることが本稿の目的である。 ト

ルコの宗教教育に関しては,わ が国ではこれま

でこうした観点からは十分な研究が行われてい

なかったが 　臼本 と同 じく政教分離を指向する

世俗主義 を掲げた トルコにおいて,ど のような

宗教教育が行われてお り,ど のような意義があ

るのかを明らかにすることは,日 本の宗教教育

のあ り方 を考える上でも重要 と考えられる。

　本稿では,ま ず,先 行研究をもとに世俗主義

との関係 に注 目しながら トルコの宗教教育の歴

史的背景 について整理する。その上で,ト ルコ

の宗教教育の教科書の内容を具体的に検討 し,

この宗教教育の意義と問題点について考察する。

1.ト ルコの宗教教育の歴史的背景

(1)公 立学校における宗教教育の廃止 と再開

　 トルコでは1923年 の共和国成立以来,一 貫 し

て世俗主義が国家原則として重要な意味を持ち

続けてお り,教 育にも大 きな影響を与 えてきたc

1923年 の共和国成立直後に,伝 統的な教育機関

であるマ ドラサは廃止され,国 民教育省の管轄

下で教育は西洋的な学校体系 に一本化 された。

この西洋的な学校体系の中でも,し ばらくの問,

宗教教育は行われていたものの,そ の後 段階

的に廃止されていき,1930年 前後には,あ らゆ

る形態の宗教教育が完全に廃止された。

　 しかし,そ れまでの一党独裁制に代 わって,

1945年 に複数政党制の導入が決定 されると,状

況は一変する。国民の支持 を集めることを意図

して,様 々な形態の宗教教育が再開されていっ

たのである。公立学校における宗教教育 は,

1949年 に小学校の第4,第5学 年に選択教科と

して導入され,さ らに,1956年 には中学校 に,

1967年 には高校にも導入された。1982年 には公

立学校における宗教教育が必修である旨が憲法

で明記され,公 立学校における宗教教育は 「宗

教文化 と道徳」という名称で必修教科となった。

　199t年 には義務教育改革が行われ,従 来の小

学校(5年 制)と 中学校(3年 制)は,8年 制

の初等教育 として統合 されたが,「 宗教文化と

道徳」の授業 は.現 在,初 等教育においては第

4学 年から第8学 年までの5年 間,週2時 間の

必修教科 として行われている。なお,イ スラー

ム教徒ではない者に限 り.こ の授業 を受けない

権利が保障されている35。

(2)イ マーム ・パティプ校の発展

　 トルコの宗教教育を検討する際に避けては通

れないのが,イ マーム ・ハティプ校の存在であ

る。イマーム ・ハティプ校は,宗 教指導者の養

成を目的に1951年 に設立された公立中等教育機

関(中 等部3年,高 等部4年)だ が,1974年 以

降は公立普通学校 と制度上同等 に扱 われるよう

になり,卒 業生には一般の大学入学資格が与え

られるようになった。これを契機に,生 徒数が

急激に増加 し,1996/97年 度において,ト ルコ

の全中等教育機関の生徒数に対 してイマーム ・

ハテ ィプ校の生徒数が 占める割合は,申 等部

(中学校)12.2%,高 等部(高 校)9.0%に 達し

た㌔

　一般の大学入学資格が与えられるようになっ

た以降に生徒数が急増 したことか らわかるよう

に,1974年 以降のこの学校は,宗 教指導者養成

校 としてよりも,む しろ公立普通学校のオルタ

ナティブとして機能 していた。授業内容に関し

ても,イ マーム ・ハティプ校の授業内容は,公

立普通学校で行われているものと同等の授業内

容(世 俗教科)に 加えて,宗 教教科(ク ルアー

ンやアラビア語の学習など)が なされるという

形 をとっている。授業時間で見ると,宗 教教科

よりも世俗教科の授業時間のほうが多 く,総 授

業時問に占める宗教教科の時問の割合は中学校

で24%,高 校で40%と なっている。 この授業内

容か らみても.イ マーム ・ハティプ校は宗教指

導者養成に特化 したものではなく,宗 教教育を

重視 した公立普通学校のオルタナティブとして

位置づけることがで きる。そ して,こ の学校の

生徒数の急増は,公 立普通学校における宗教教
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育だけでは満足できない国民が一定数以上存在

していたことを示 している5。

　このように高度 な宗教教育 を求める国民 の

ニーズを満たしていたイマーム ・ハティプ校で

あるが,1997年 の義務教育改革に伴って,中 等

部の3年 間が廃止されることになり,1997年 以

後は4年 制の高校と位置づけ られている。

(3>世 俗主義 と宗教教育の変遷

　以上のような共和国成立以降の トルコの宗教

教育 を巡る状況は,4期 に区切ることがで きる。

第1期 は宗教教育の廃止がなされた1923年 か ら

1949年 まで,第2期 は宗教教育が再開されて

いった1949年 から1974年 まで,第3期 はイマー

ム ・ハティプ校の生徒数が急増 した1974年 から

1997年 まで,第4期 はイマーム ・ハテ ィプ校の

r_等部が廃止 された1997年 か ら現在 までである。

この全ての時期 において,宗 教教育 を巡る問題

は世俗主義 と関連 して論 じられている。

　第1期 は,宗 教教育を廃止することが世俗主

義のあるべ き姿と認識 されていた時期である。

トルコの世俗主義は,厳 格な政教分離を志向す

るフランスのライシテをモデルとしてお り,当

初,宗 教教育の廃止を臼指 したことは不思議な

ことではない。日本でも公立学校で必修教科 と

して宗教教育を行 うことは,世 俗主義(政 教分

離主義)の 観点か らは受け入れ難いこととされ

ているのと同様である。

　 しか し,第2期 において,公 立学校における

宗教教育が再開される。直接的な原因は複数政

党制の導入に伴い,国 民の要望に応える必要が

生 じたことである。このことは,共 和国成立以

後,厳 格な世俗主義に基づ き上から行われた改

革が十分に国民に浸透せず,宗 教教育を求める

国民が多かったことを示 している。イスラーム

の復活 とも言われる政策転換がなされたこの時

期 は,フ ランスモデルの厳格な世俗主義が明確

に後退 した時期と理解できる。ただ し,後 退 し

たといっても世俗主義は依然 として国家原則で

あ り続け,し だいに世俗主義を巡る新たな対立

が明 らかになって くるのが第3期 である。

　第3期 に世俗主義の観点から最も注 目を集め

たのは,イ マーム ・パティプ校である。 この時

期は,親 イスラーム政党が支持 を拡大 した時期

で,親 イスラーム政党 と世俗主義勢力(最 大の

世俗主義勢力は軍部)の 対立の構 図が明確 に

なった時期でもある。親イスラーム政党(当 時

の名称は国民救済党)が 与党として加わった連

立政権においては,イ マーム ・パティプ校に対

して好意的な政策がなされ,こ の時期のイマー

ム ・ハテ ィプ校 の発展 を支えた。例えば,イ

マーム ・ハティプ校の生徒数急増の契機となっ

た,1974年 の卒業生への一般の大学入学資格の

付与 はこの政権によるものである6。

　一方,親 イスラーム政党の勢力拡大 とその支

援により発展するイマーム ・ハティプ校に対 し

て,こ の状況を世俗主義からの逸脱 とみなして

危機感を募 らせたのが軍部である。その軍部は

　 :i年 に軍事 クーデ タを起 こし。親イスラーム

政党である国民救済党の活動を禁止 した。この

ように世俗主義の擁護者 を自負する軍部である

が,軍 政下において1982年 に公立学校における

宗教教育が必修化された。一見すると,公 立学

校における宗教教育を必修化することは世俗主

義と矛盾するようにも思えるが,世 俗主義勢力

である軍部が宗教教育の必修化に踏み切 ったの

は次のような論理による。つまり,「宗教教育

を世俗主義国家が管理 し,世 俗主義 と矛盾 しな

い宗教教育を行うことは,世 俗主義 と矛盾 しな

い。むしろ国家管理外で世俗主義 と対立するよ

うな宗教教育が行われている方が世俗主義国家

の危機である」という論理である?。 こういっ

た論理は,国 家が宗教教育を行 うこと自体を政

教分離に反すると理解する日本やフランスの論

理 とは大 きく異なっている。 しかし,親 イス

ラーム政党とイマーム ・ハティプ校が勢力を拡

大 してい く状況下でそれに対抗するためには,

こうした方策をとらざるをえなかったのである。

世俗主義を維持するための宗教教育という位置

づけが明確になったことで,そ の後の トルコの

宗教教育のあり方は新たな局面を迎えることに

なる。

　一方で,1983年 の民政移管後も,名 称を福祉

党 と変更 した親 イスラーム政党の勢力拡大は続
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き,親 イスラーム政党と軍部の対立が再び激 し

くなった結果として生 じたのが1997年 の義務教

育改革である。1997年 の義務教育改革は,義 務

教育期間を従来の5年 問か ら8年 闘に延長する

ものだが,こ の改革 を提唱 したのは軍部である。

軍部の意図は。義務教育期間の延長によって,

親イスラーム政党の支持基盤 となっているイ

マーム ・ハティプ校の中等部を廃止することに

あったとされている㌔

　以上のように,ト ルコの公立学校で宗教教育

が実施 されている背景には,ま ず宗教教育を必

要と考えている国民が多かったという事情があ

る。共和国成立直後,世 俗主義に基づいて宗教

教育を廃止 したものの,国 民の宗教教育に対す

る要望が衰えなかったため,国 民の要望に応え

る形で宗教教育が復活 し,厳 格な世俗主義は後

退を余儀な くされたのである。さらに,公 立学

校 に宗教教育が導入された後も,イ マーム ・ハ

ティプ校の生徒数急増という形で公立学校にお

ける宗教教育に満足 していない国民が一定数以

上いることが明らかになっている。それに対 し,

軍部を始め とす る世俗主義勢力は.宗 教教育の

必修化 とともに 「宗教教育を世俗主義国家が管

理 し,世 俗主義 と矛盾 しない宗教教育 を行 う」

という論理を明確 にし,イ マーム ・ハテ ィプ校

の中等部廃止によって公立学校における宗教教

育への一本化を行った。

　 このような紆余臨折を経た後 公立学校にお

ける宗教教育は新たな局面 を迎えている(第4

期)。 特に,1982年 に宗教教育が必修 とされる

以前には世俗主義国家で宗教教育を行 うこと自

体の是非が問われていたのに対 し,1982年 以後

は,宗 教教育の是非ではな く,宗 教教育の質に

対する注 目が しだいに高まってきた。そして,

1997年 の義務教育改革によって世俗主義を巡る

対立が一段落 した直後の2000年 に,宗 教教育の

内容は大 きく改訂されることになった。2000年

以前の宗教教育の特徴 として挙げられるのは,

⑦イスラームの歴史的 ・伝統的な側面を重視す

るあまり現代の実生活 との乖離が生 じていたこ

と,② 教えられる内容が固定的で批判的に検討

することは好 まれなかったこと,③ 宗教上の解

釈の違いをできるだけ隠そうとしていたこと,

④諸宗教の申でイスラームが最 も神聖な宗教で

あることを前提 としていたことである9F。2000

年以前のこうした特徴は,2000年 の改訂によっ

て大きく変化している。そこで.以 下では,改

訂後の宗教教育の内容について,教 科書を元に

具体的に検討する。

2.ト ルコの宗教教科書の内容

　 トル コの公立学校で週2時 間の必修教科 と

なっている 「宗教文化 と道徳」の内容について

検討するために,こ こでは初等教育8年 生(義

務教育最終学年)用 の 「宗教文化 と道徳」の教

科書の内容を取 り上げる1°。「宗教文化と道徳」

という授業名か らは特定の宗教に偏った授業 と

いう印象は受けないものの,こ の教科書ではク

ルアーンやハディースか らの引用が多用されて

お り,そ の内容は明らかにイスラーム教徒を対

象 としたものである0こ の教科書は6つ のユ

ニットか ら構成 されてお り.そ れぞれの概要は

次の通 りである。

　ユニ ッ ト1「 運命」では,神 が全てのもの

(物理的な法則,生 物学的な法則.社 会的な法

則)を 創造 したことや神に帰依する必要性など

が述べ られ,ユ ニッ ト2「 ザカー ト,巡 礼,犠

牲祭の信仰儀礼」では,ザ カー ト,巡 ネし 犠牲

祭 といったイスラーム教徒が行うべ き行為 とそ

の意味について説明 されている。ユ ニッ ト3

「ムハンマ ドの人生における模範的な行い」で

は,ム ハ ンマ ドの言葉や行為を引用 し,ム ハン

マ ドを模範 としなが ら,信 頼されることや他者

に相談することの重要性が述べ られている。ユ

ニ ッ ト4「 イスラーム思想における様々な解

釈」では,多 様 な宗教理解があることを宗教思

想の発農 と豊かさをもたらすこととして肯定的

に評価 した上で,他 者の信仰に寛容であること

と,宗 教を強制してはならないことが述べられ

ている。ユニッ ト5「 宗教と美 しい道徳」では,

宗教と道徳の関連性について触れた上で,ク ル

アー ンやハディースからの引用を多用しながら.

イスラームにおいて称えられる道徳的な態度と

して 「公正」「寛容」「謙虚」「約束を守るJ「浪
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費を慎 む」 といった徳 目が挙げ られ,こ れ らの

大切 さが述べ られている。ユニ ット6「 様々な

宗教と普遍的な教え」では,ヒ ンドゥー教 仏

教,ユ ダヤ教,キ リス ト教,イ スラームを取 り

上げ,こ れらの宗教には共通 した教 えがあるこ

とが述べ られ,教 科書の最後では 「他者の信仰

に寛容であること」の重要性が扱われている。

　 この教科書の特徴 として次の3点 を挙げるこ

とがで きる。

(1)イ スラームを題材に現代的な道徳 を学ぶ

　第1の 特徴は,イ スラームについて学ぶだけ

でな く,イ スラームを題材として現代 において

も必要な道徳を学ぶことを重視 している点であ

る。 この教科書の全編に共通 しているのは,ク

ルアー ンやハディースからの引用 を多用 しなが

ら,信 頼されることや謙虚であることといった

現代 にも通 じる徳 目の大切さを述べ る,と いう

形式である。例えば ムハンマ ドについて扱っ

たユニ ット3で は,ム ハンマ ドの生涯それ自体

を知識として学ばせるという形態ではなく,ム

ハ ンマ ドが示した態度を模範 として現代に通 じ

る徳 目を学ばせる形態 をとっている。例えば,

ユニッ ト3-5「 他者に相談 しながら事を進め

た」では,「相談する者 は決 して後悔 しない」

とい うムハ ンマ ドの言葉を引用 した後で,「 現

代においても相談することは必要不可欠である。

(中略)あ る問題を1人 ではな く,数 入で考え

れば,様 々な角度から検討することが可能にな

り,失 敗は最小限にとどめ られる」と述べ られ

ている(II)Oユニ ット3で 模範 とされているムハ

ンマ ドの態度は,r入 間の価値を認めること」

「信頼されることJr寛 容であること」「学問を

重視すること」「他者 と相談すること」「慈悲深

いことJ「勤労 と助 け合い」「忍耐 と勇気」「時

間を有効に使うこと」「権利 を守ること」「自然

と動物を愛すこと」であ り,こ れらはいずれも

現代 においても大切 とされることの多い徳 目で

ある。

　 また,特 に現代的な例としては,ク ルアー ン

から 「正 しい道を選んだ者があれば,そ れは自

分の善行のために選んだのであ り,正 しい道か

ら外れる者があれば それは自分が損害を被る

べ くして道から外れたのである。いかなる罪人

も他人の罪 を負 うことはない」 と引用 し,「 自

分の行為の責任は自分にあることを認識する」

ことが大切 と述べた後で,そ の代表的な例とし

て 「交通事故」が挙げ られている点である。そ

こでは,「 事故 を起こ した人は,周 囲や自分 に

及ぼした損害のために,他 者 よりも先ず 自分を

責めなければならない。(中 略)人 間はその行

為 に責任を持たなければならない」 という説明

がなされているr>e

　 このように,こ の教科書はイスラームについ

て学ぶこと以上に,「 イスラームを題材 として,

現代 においても必要な道徳 を学ぶこと」を重視

している0

(2>イ スラームの教えを単に教え込まない

　第2の 特徴は,イ スラームの考えをただ単に

教え込むのではな く,そ れが大切であることを

児童自身が納得して身につけることを重視 して

いる点である。いわば,宗 教 を題材 としなが ら,

批判的思考力の育成が意識 されていると言える。

この点は,教 科書 に 「話 し合 ってみよう」「考

えてみよう」「解釈 してみよう」 という項 目が

多いことから明 らかである。「話 し合 ってみ よ

う」 という課題が特に多いことか らは,他 の児

童との話 し合いを通 じて,多 様な考え方に触れ

させ ようとす る意図 も感 じられる。例 えば,

「宗教に強制はない」 という言葉をクルアー ン

から引用 し,こ の言葉を 「人間の自由とい う観

点か ら解釈 してみなさい」という課題が掲げら

れていることは,象 徴的であろうis。他にも,

クルアーンから 「…食べ よ,そ して飲め。 しか

し浪費するな。神は浪費する者を好 まない」 と

いう箇 所 を引用 した上で,「 この節 に現れる

『浪費』 という言葉 について考えてみよう。考

えたことを友人たちと話し合いながら,そ れぞ

れの考えた方が異なる理由についても話 し合っ

てみ よう」というような形で,「 考えてみよう」

「話 し合 ってみよう」 という題材が提示 されて

いる1.f。このように,ク ルアーンを題材に児童

自身に考えさせ,話 し合わせるという形をとり
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ながら,批 判的思考力の育成が意図されている。

ただ し,ク ルアーンの内容自体について批判的

に考察させ る箇所はな く,あ くまでもクルァー

ンを題材に,そ こに出て くる言葉について考え

させるという形が とられている。この ような配

慮がなされているとはいえ,決 まった考え方を
～方的に教 え込むのではなく,児 童自身がどの

ように考えるかを重視 していることは確かであ

り,ト ルコの宗教教育は特定の教え ・解釈を正

しい ものとしてただ単に教え込もうとするもの

ではない。

　 こうした解釈の多様性を柔軟に認めるという

点は,次 に挙げる第3の 特徴 とも関連する。

(3>多 宗派 ・多宗教の共存を積極的に認める

　 第3の 特徴は,多 宗派 ・多宗教の共存を積極

的に認めようとしている点である。ユニ ット4

では,「 宗教は不変だが,宗 教理解は可変であ

る」 と明示 した上で,入 問の個性の違いや,社

会的な変化によって,宗 教に対する理解 は異

なって然るべ きと述べている。さらに,異 なる

宗教解釈があることは,宗 教の分離あるいは分

裂 というよりも,む しろイスラーム文化の豊か

さとして認識 されねばならない として,宗 教解

釈が多様であることを肯定的に受け止めている。

また,「 それぞれに異 なる理解があることは,

自分たちの条件 に合ったものを選べる可能性 を

人々に与えた。人々が各々の条件の中で宗教的

な義務を果たすことを容易にしたのである」と

いう言葉を用いて,宗 教に対する理解が一致 し

ていないことを肯定的に捉えている。このほか

にも,虹 のイラス トを用いて,そ の虹の中に

「虹を飾る色彩が豊かであると感 じられるよう

に,宗 教理解における相違 ・多様性 も豊かさな

のである」 という文を記している点か らも,多

宗派の共存の意義を積極的に訴えかけようとし

ている意図がよ くわかる0な お,「 宗教を強制

してはならない」 と信教の自由の重要性 に触れ

た上で,世 俗主義がその信教の自由を保障 して

いるとして世俗主義の重要性を強調 している点

は.世 俗主義国家における宗教教育ならではの

特徴 と言える王5。

　ユニ ット6で は,ヒ ンドゥー教 仏教 ユダ

ヤ教 キリス ト教 　イスラームについて簡単に

説明 した上で,こ れらの宗教が共通に重視 して

いる原則があることについて述べている。これ

らの宗教の共通点 として挙げられているのは,

正 しさ,清 潔,善 行 と親切,年 長者への敬意 と

年少者への親愛.動 物愛護,環 境を守ること,

害のある習癖を避けること,他 者へ害を与えな

いことである。こうした共通点を挙げることで,

他宗教に対する親 しみを抱かせ ようとする意図

が感 じられる。ユニッ ト6の 最後では.「 他者

の信仰に寛容であること」 として他宗教を見下

すことな く寛容に接することの大切 さを訴えて

いる16。ここで も,世 俗主義 に基づいて信教の

自由が保障されていることの重要性 に触れた上

で,他 者の信教の自由を認め,他 者の宗教に敬

意を払うことが世界平和に貢献すると述べ られ

ている。義務教育の最終学年の教科書の最後が

「他宗教への寛容」で締め くくられている点は.

公立学校における宗教教育のあ り方を考える上

で意義深い点だと思われる。

　現在の トルコの宗教教育は以上のような特徴

を有している。以下では,こ うした宗教教育の

意義と問題点について検討する。

3.ト ルコの宗教教育の意義と問題点

(1)ト ルコの宗教教育の意義

　 トルコの宗教教育の意義として挙げることが

できるのは,第1に,多 宗派 ・多宗教の共存を

積極的に認める立場から他宗教について学ぶ点

である。他宗教について学び,他 宗教について

理解を深めることは,多 宗教の共存が求め られ

る多文化時代 における宗教教育 として重要な意

義を有 している。さらに,他 宗教を学ぶことは,

ただ単に他宗教のことを知るだけでなく,他 宗

教と比較することによって自宗教 を相対化 し,

自分 自身の信仰や宗教観を客観的に見つめ直す

契機にもなる至7。

　 第2に,た だ単にイスラームの教 えを教え込

むのではな く,批 判的思考を重視 した宗教教育

を行っている点である。宗教教育と他の価値教

育(道 徳教育や市民性教育)の 大きな違いは,
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宗教教育の対象 となる宗教には多 くの場合,聖

典があ り,そ れが絶対視 される傾向が強いこと

である。それゆえ,宗 教教育において批判的思

考 を重視することは～見難 しいように思える。

この点 に関して,ト ルコの場合,「 宗教は不変

だが,宗 教理解は可変である」 という教科書の

言葉に象徴 されるように,聖 典 自体 に批判的な

検討を加えるのではな く,聖 典に対する解釈は

多様であって も良いとい う立場 をとることに

よって,批 判的思考を重視 した宗教教育を可能

にしている。こうした特徴を持つ トルコの宗教

教育は,多 文化化の進展とともに宗教を原因と

する対立が絶えない現在の世界において積極的

な意味を持つ。なぜな ら,宗 教に関 しては,強

い信仰を持つほど自宗教を絶対視 しす ぎてしま

う可能性があ り,自 宗教に対す る盲 目的な信頼

は他宗教に対する優越的感情をもた らすことが

多いか らである纈。いわば 　自宗教に対す る信

仰は,他 宗教に対する排他的感情と背中合わせ

なのである。宗教 とい う価値観が絶対視 されや

すいものだか らこそ,ト ルコのように,自 宗教

について批判的に検討するとともに,他 宗教に

ついても学ぶことによって,他 宗教 と比較 しな

が ら自宗教を客観視 し自らの信仰と向かい合 う

宗教教育は,多 宗教の共存 を考えた場合には積

極的な意義がある。

(2)　トルコの宗教教育の問題点

　 トルコの宗教教育に関して,2000年 の教科書

改訂以前か ら現在まで一貫して問題視 されてい

るのが,第1に,ア ラビア語とクルアー ンの学

習が十分になされていない点である。この授業

では,ア ラビア語については一切学ばない。ク

ルアー ンからの引用は教科書にしばしば用いら

れているものの,先 述 したように,あ くまでも

現代的な道徳を学ぶための題材 としてクルアー

ンが引用されているにすぎず,ク ルアーンその

ものを学ぶわけではない。多 くのイスラーム教

徒にとってアラビア語 とクルアーンの学習は大

切 なものであるため,そ れを扱わない この授業

に対 して不満を持つ者は多い。それを象徴 して

いるのが,イ マーム ・ハテイプ校の発展である。

公立普通学校 と比較 した場合 のイマーム ・ハ

ティプ校の最大の特徴はアラビア語 とクルアー

ンの学習であ り,イ マーム ・ハティプ校の発展

の教育的な要因は,公 立普通学校でアラビア語

とクルアーンの学習がなされていないことに不

満を抱 く者が多かったことである"9。このよう

に,ア ラビア語とクルアーンの学習が十分にな

されていない点が,現 在の トルコの宗教教育ぞ

問題 とされる点である。

　第2の 問題点は,信 教の自由に関係 した問題

である。信教の自由の問題は,公 教育において

宗教教育を行う場合に必ず生 じる問題ではある。

現在の トルコの宗教教育は,イ スラームについ

て固定的に教えこむような宗教教育ではないが,

クルアーンやハディースか らの引用が多用 され

ているように,明 らかにイスラーム教徒を対象

としたものである。そのため,イ スラーム教徒

以外の信教の 自由が十分に保障されているとは

言えない。イスラーム教徒以外は宗教教育を受

けない権利は保障されているものの,そ れだけ

では,イ スラーム教徒 に比べると宗教教育 を受

けられないという点で公平ではなく,信 教の自

由の点で問題がある。さらに,現 在の宗教教育

の内容に対 して,イ スラーム内の少数派から苦

情が出されている。例えば,2007年 にイスラー

ムの一派であるアレヴィー派から 「宗教教育で

自分たちのことが触れ られていない」 として宗

教教育の内容を巡 る訴訟が起 こされている雛。

このように,ト ルコの宗教教育の内容が全国民

のコンセンサスを得ているものではない以上,

常に信教の自由の問題がついて回るc

(3)自 宗教 を学ぶ宗教教育と他宗教を学ぶ宗教

　教育

　 トルコの宗教教育の意義と問題点について2

点ずつ挙げたが,以 下では,こ の意義 と問題点

を別の角度から整理するために,宗 教教育を2

つの タイプに分けて考察を進める。

　宗教教育の2つ のタイプ とは,① 自らの宗教

に対す る信仰を深めための宗教教育(特 定の1

つの宗教 ・宗派だけを学ぶ宗教教育)と,② 他

宗教についても学ぶ宗教教育(複 数の宗教 ・宗
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派を学ぶ多元的宗教教育)で ある。伝統的な宗

教教育 として長 らく行われてきたのは,前 者の

自宗教について学ぶ宗教教育だが,社 会の多文

化化の進行に伴い,1980年 代頃から後者の他宗

教 も学ぶ宗教教育を重視する国家が増えつつあ

る31iO

　 この2つ のタイプに トルコの状況を照らし合

わせると,イ マーム ・ハティプ校でなされてい

るようなアラビア語やクルアーンの学習を重視

する宗教教育は前者の要素が強 く,本 稿で取 り

上げてきた 「宗教文化と道徳」の授業は後者の

要素が強い。

　 どちらの宗教教育もそれぞれ必要な宗教教育

だが,公 立学校で行う場合,問 題が生 じやすい

のは前者の宗教教育である。なぜなら,前 者の

宗教教育 には少数派宗教 ・宗派の児童 ・生徒の

信教の自由をどのように保障するかという問題

がついて回るからである。 日本で公立学校にお

ける宗教教育が禁 じられているのも,信 教の自

由の保障の問題が大 きい。日本では,自 宗教の

信仰 を深め るような宗教教育は私事 として個

入 ・家庭でなされるべ きであって学校で教える

ものではないという考えが強いが。この考えで

前提にされてきたのは,前 者の宗教教育である。

後者の宗教教育のように,他 宗教について学び,

他宗教への寛容性を育むような宗教教育は,家

庭 ・個入だけで行うことは難 しい。

　つ まり,異 なる宗教問の相互理解が強 く求め

られる時代において必要性 の高い後者の宗教教

育は,家 庭や個人だけでは行 うことは難 しく,

むしろ様々な価値観を調整するべ き公教育が担

う役割と考えられる。 また,後 者の宗教教育が

公立学校で行われなかった場合,逆 説的にだが,

却って信教の自由が阻害される可能性 もある。

なぜ なら,公 立学校で宗教教育が行われず,学

校外で自宗教だけを固定的に学んだ場合,他 宗

教 に対する寛容i生が養われず,却 って他宗教の

者の信教の自由が阻害される可能性 も考えられ

るか らである。

　 後者の宗教教育の観点からは,ア ラビア語や

クルアーンの学習が十分でないことは必ず しも

問題視 されるものではない。現在の トルコの宗

教教育は,イ スラーム教徒としての信仰を深め

るための宗教教育 としては不十分だったとして

も,多 文化時代における宗教教育 としては積極

的に評価できるものである。

　ただし,こ うした多元的な宗教教育は,国 民

の大多数がイスラーム教徒である トルコのよう

に宗教的同質性の高い国家においては,国 内的

にはニーズが低 くなることが想定される。なぜ

なら,宗 教的同質性の高い国家においては.主

流派宗教 に基づいた宗教教育に対するニーズが

高い反面,少 数派宗教について学ぶニーズが低

いため,主 流派宗教に基づ く宗教教育を行 う方

が問題が生 じにくく,国 民統合の観点からも効

果的だか らである。このことは,ト ルコで世俗

的な宗教教育を行 うことに対 して不満を抱 く国

民が多 く,イ マーム ・ハティプ校の発展 という

形でイスラームの信仰を深めるための宗教教育

を求める国民のニーズが明らかになったという

状況と一致 している。それにもかかわらず,ト

ルコで他宗教について も学ぶ多元的な宗教教育

を行うことができているのは,世 俗主義勢力と

親イスラーム政党の対立の構図の中で,「 世俗

的な宗教教育を行う」 という方策が とられたか

らである。このように考えると.世 俗主義を巡

る政治的な対立の構図は,教 育を翻弄しただけ

ではなく,結 果的には,多 文化時代の公教育に

求め られる宗教教育を行 う原動力になったと言

える。

おわりに

　本稿で検討 したとお り,現 在 トルコで 「宗教

文化 と道徳」という授業名で行われている宗教

教育の内容は,「 イス ラームを題材 に現代的な

道徳 を学ぶ」「イスラームの教えを単に教え込

まない」「多宗派 ・多宗教の共存 を積極的に認

める」 という特徴を有している。この授業の教

科書は,ク ルアーンやハデ ィースか らの引用が

多用 された内容になってお り,明 らかにイス

ラーム教徒を対象 とした宗教教育である。 しか

し,イ スラームの教 えそのものを教えるという

よりも,む しろ,イ スラームを題材に現代的な

道徳 を教えることに重点が置かれている。 さら

一172一



発 達 教 育 学 部 紀 要

に,イ スラームを教えこむのではなく児童 自身

がイスラームを題材に現代的な道徳について考

えることや,他 宗教について学ぶことを重視 し

ている。いわば,イ スラームの教 えを固定的に

教えるのではなく,イ スラームから少 し距離を

置いた宗教教育と言える。

　 こうした宗教教育は,他 宗教について学びな

がら他宗教について理解と寛容を深めるという

点や,他 宗教との比較や自宗教に対する批判的

検討を通 して自宗教を相対化するとい う点で,

多宗教の共存が求められる多文化時代の宗教教

育として積極的な教育的意義を有 している。そ

して,こ のように,自 宗教を客観視 しなが ら,

他宗教について学び,他 宗教への寛容性を育む

ような宗教教育は,家 庭 ・個人だけで行うこと

は難 しく,む しろ様々な価値観を調整するべ き

公教育が担 う役割 と考えられる。

　 しか し,こ うした トルコの宗教教育は,国 内

で国民のコンセンサスを得た ものではない。 自

宗教の信仰を深めるための伝統的な宗教教育を

求める国民は多 く.ア ラビア語 とクルアー ンの

学習に対するニーズは高い。そ もそも トルコは,

国民の圧倒的多数をイスラーム教徒が占める宗

教的同質性の高い国家であ り,こ うした国家に

おいては,少 数派宗教に配慮 して,他 宗教を学

ぶ多元的な宗教教育を行 う必然性は低い。それ

にもかかわらず,ト ルコにおいて,多 元的な宗

教教育 を行 うことがで きているのは,共 和国成

立以来,世 俗主義の原則 を重視 してきた結果 と

言える。国内的には宗教的同質性の高い国家で

あっても,国 際化 ・グローバル化の進展に伴い,

他宗教 について学び,他 宗教に対する理解を深

めることの必要性 は増 している。世俗主義勢力

と親イスラーム政党の対立の構図の中で翻弄さ

れてきた宗教教育ではあるが,結 果的に,多 文

化時代 において求め られる宗教教育になってい

ることは確かであ り,そ の意味では,こ の宗教

教育は積極的な教育的意義を有 している。

　世俗主義を掲げなが らも宗教教育を行うこと

は一見矛盾 しているように思えるが,ト ルコの

ように,特 定の宗教を教え込むような宗教教育

ではな く,特 定の宗教 と少し距離を置 きなが ら,

他宗教に対する理解 と寛容を育むような宗教教

育は,家 庭 ・個入で行 うことが難 しく,公 教育

が担 うべき役割で もある。ますます多文化化が

進む時代において多文化共生の観点か らこうし

た宗教教育の重要性は高 くなってお り,日 本に

おいても,特 定の宗教や価値観を教えこむので

はなく,様 々な宗教について学び他宗教への寛

容性 を育みなが ら同時に自宗教 ・自文化を客観

視 してい くような教育について検討する必要性

があるのではないだろうか。
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